
閣情 第 409号
平成25年 11月 29日

行政文書開示等決定通知書

近藤 ゆり子 様

内閣情報官

北村 滋

平成25年 10月 29日 付け (同 月30日 受付)行政文書の開示請求 (請求する行政文書の名称

等 :秘密保全法制に関する法令等協議、法令以外の協議 (行政文書ファイル管理簿 。内閣

情報調査室分)に綴 られた文書 (H23年 11月 分))について、行政機関の保有する情報の

公開に関する法律 (平成11年法律第42号。以下 「法」 とい う。)第 9条第 1項の規定に基

づき、下記のとお り開示することとしましたので通知 します。

記

開示する行政文書の名称

秘密保全法制に関する関係省庁 との協議に係る文書 (平成23年 11月 分 )

2 不開示 とした部分 とその理由

特定秘密の保護に関する法律案において、政令で定めることとされている事項の具体

的な内容が記載 されている部分については、現在 も政府において引き続き検討作業が進

められてお り、公にすることにより、国民の間に未成熟な情報に基づく混乱を不当に生

じさせるおそれがあり、また、関係省庁相互間における率直な意見の交換又は意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれや、それにより今後の検討作業に支障が及ぶなど、

内閣情報調査室の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれもあることから、法第 5条第

5号及び第 6号に該当するため不開示 とした。

我が国の懸案事項に関する概念整理や、相手国から得た各種情報への評価等が記載 さ

れている部分については、公にすることにより、我が国の安全が害されるおそれがあり、

特に他国若 しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれや関係国等との信頼関係が損

なわれるおそれがあることから、法第 5条第 3号に該当するため不開示 とした。

公電を基に作成 された諸外国における秘密保護法違反事件の刑事司法手続に関する具

体的な内容が記載 されている部分については、公にすることによつて、諸外国との信頼



関係が損なわれるおそれがあることから、法第 5条第 3項に該当するため不開示 とした。

行政機関の電話番号、電子メールアカウン トのURL及 び電子メールア ドレスについ

ては、公にすることにより、他国機関等からいたず らや偽計に使用 され、国の機関が必

要 とする際の緊急の連絡や部外 との連絡に支障をきたすなど、各行政機関が行 う事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては我が国の安全が害されるおそれがあ

ることから、法第 5条第 3号及び第 6号に該当するため不開示 とした。

内閣情報調査室の課長相当職未満の職員の氏名については、公にすることにより、特

定の個人を識別することが可能となり、同室が行 う情報収集活動に対 して他国機関等か

ら対抗 。妨害措置を講 じられるなど、同室が行 う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあり、ひいては我が国の安全が害されるおそれがあることから、法第 5条第 1号、

第 3号及び第 6号に該当するため不開示 とした。

警察庁の警部又は同相当職以下の職員の氏名については、公にすることにより、特定

の個人を識別することが可能 とな り、当該職員等に危害が加えられるおそれがあるなど、

公共の安全 と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ り、ひいては我が国の安全が害され

るおそれがあることから、法第 5条第 1号、第 3号、第 4号及び第 6号に該当するため

不開示 とした。

公安調査庁の課長相当職未満の職員の氏名については、公にすることにより、特定の

個人を識別することが可能 となり、調査対象団体により人物を特定され、同人に対する

調査対象団体による働きかけの危険性が高まるため、公共の安全 と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれ及び事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第 5条第

1号、第 4号及び第 6号に該当するため不開示 とした。

外務省の課長相当職未満の職員の氏名については、公にすることにより、特定の個人

を識別することが可能 とな り、我が国の安全が害されるおそれ、公共の安全 と秩序の維

持に支障を及ぼすおそれ、事務又は事務の適切な遂行に支障をきたすおそれがあること

から、法第 5条第 1号、第 3号、第 4号及び第 6号に該当するため不開示 とした。

防衛省の職員の氏名については、公にすることにより、特定の個人を識別することが

可能 となり、所掌事務の性質上、敵対する勢力から対抗 。妨害措置を講 じられるなど、

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては我が国の安全が害 されるおそ

れがあることから、法第 5条第 1号、第 3号及び第 6号に該当するため不開示 とした。

* この決定に不服がある場合は、行政不服審査法 (昭和37年法律第160号)第 5条 の規定により、この決定があっ

たことを知った日の翌 日から起算 して60日 以内に、内閣総理大臣に対 して審査請求をすることができます (なお、

決定があったことを知った日の翌日から起算 して60日 以内であっても、決定の日の翌 日から起算して 1年 を経過 し

た場合には審査請求をすることができなくなります。)。

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法 (昭 和37年法律第139号 )の規定によ

り、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告 として (訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。)、 東京地方裁判所等に処分の取消しの訴えを提起することができます (な お、決定があつたこと

を知つた日から6か月以内であっても、決定の日から1年 を経過 した場合には処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。)。



3 開示の実施 の方法等

(1)開 示の実施 の方法等   *同 封の説明事項をお読みください。

下表に記載した方法の中から、希望する方法で開示の実施を受けられます。

※ 実際にお支払いいただく開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応 じて、定められた算定

方法に従って基本額 (複数の実施の方法を選択 した場合はそれぞれの合算額)を計算 し、その額が300円

までは無料、300円 を超える場合は当該額から300円 を差 し引いた額となります。

(注)CD― Rに よる開示の実施を希望される場合は、所要枚数が異なることにより開示実施手数料が変

動することがありますので、開示の実施方法の申出をする前に、あらかじめ、担当課まで御連絡くだ

さい。

(2)事務所における開示を実施することができる日時、場所

事務所における開示の実施を希望する場合には、下記に記 した日時の中から、希望する日時を選択 してくださ

い 。

日 :平成25年 12月 2日 から平成26年 1月 30日 まで (行政機関の休 日を除く。 )

時 :10:00か ら17:00ま で (12:00～ 13:00を 除く。 )

場所 :内 閣府庁舎 1階情報公開窓口 東京都千代田区永田町 1-6-1

(3)写 しの送付を希望する場合の準備 日数、郵送料 (見込み額 )

日数 :「 開示の実施の方法等に係る申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定

郵送料 :500円 (ゆ うパック)※ CD― Rの場合は140円 の見込み

* 担 当課等

内閣官房内閣情報調査室 (情報公開担当)

T100-8968

東京都千代 田区永 田町 1-6-1
電話 :03-5253-2111(内線 83406)

行政文書の種

類・数量等

開示の実施の方法 開示実施手数料の

額 (算定基準)

行政文書全体につい

て開示の実施を受け

た場合の基本額

実際にお支払いい

ただく開示実施手

数料 (※ )

A4判文書

533枚

(内訳 )

白黒

505枚

カラー

28本気

①閲覧 100枚 までにつき

100円

600円 300円

②複写機により自黒で

複写したものの交付

用紙 1枚 につき

10円

5,330円 5,030円

③複写機によリカラー

で複写したものの交付

カラー 1枚 につき

20F]

5,610円 5,310円

③スキャナにより電子

化 しCD Rに複写したも

のの交付 (PDFフ ァ

イル )

CD―Rl枚につき100円

に、文書 1枚 ごとに

10円 を加えた額

5,430円 5,130円


